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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヒトの体内から対象物を回収するための内視鏡の機器チャネル内で使用するためにデバ
イスであって、
　ａ．本体、
　ｂ．該本体に取り付けられ、かつ前記本体に対して移動可能なハンドル、
　ｃ．前記本体に固定される第一の端部と第二の端部とを含み、通路及び該第二の端部に
おける開口部を形成する管状部材、
　ｄ．前記ハンドルに固定される第一の端部と、前記本体から遠く離れた第二の端部とを
有し、かつ前記管状部材の前記通路を通って延びるリンク、及び、
　ｅ．ループ、及び該ループに固定されるネット要素を含み、並びに、対象物を受容する
ポーチセクションを含み、前記管状部材の前記通路の開口部を通って展開かつ回収するた
めに前記リンクの第二の端部に隣接して配置されるネット、
を含み、
　ｆ．前記ループは、折り畳みにくい湾曲部によって分けられた複数の直線セグメントに
よって形成される多角形に拡張可能であり、かつ、前記本体に対する前記ハンドルの作動
によって折り畳み可能であり、並びに前記ループの遠位端は、折り畳みに強い構造を含む
ことを特徴とするデバイス。
【請求項２】
　前記ループが、平らなワイヤから構成されることを特徴とする請求項１に記載のデバイ
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ス。
【請求項３】
　前記ループが、少なくとも３００，０００ｐｓｉの抗張力を備える材料から構成される
ことを特徴とする請求項１に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記ループが、少なくとも１つの折り畳みに強い湾曲部を備える平らなワイヤから構成
されることを特徴とする請求項１に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記ループが、完全に環状部分を含み、かつ該環状部分は、該ループの遠位端に配置さ
れることを特徴とする請求項１に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記ループが、前記ループの前記遠位端に配置された完全に環状の部分を含み、かつ、
前記ネットが、前記完全に環状の前記部分に係留されることを特徴とする請求項１に記載
のデバイス。
【請求項７】
　前記ループが、突出したばねの先端部を含み、かつ、該先端部は、前記ループの前記遠
位端に配置されることを特徴とする請求項１に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記ネットが、前記ループの前記遠位端に配置され、かつ貫通する開口部を含む可塑性
の先端部を含み、並びに、前記ネットの係留部が前記ネットの要素を前記可塑性の先端部
へ確保するために前記開口を通るように形成されることを特徴とする請求項１に記載のデ
バイス。
【請求項９】
　対象物が前記ポーチセクション内に保持されるときに、前記ループは拡張された配置に
保持されることを特徴とする請求項１に記載のデバイス。
【請求項１０】
　患者の体内から対象物を回収するための内視鏡デバイスであって、支持ユニット、及び
、
組織を回収するネットシステムを含み、
　ａ.支持ユニットは、
　ｉ．本体、
　ｉｉ．該本体に対して近位にあり、かつ前記本体に対して固定される第一の端部セクシ
ョンと、前記本体から遠く離れた第二の端部セクションとを有し、及び、通路かつ前記第
二の端部セクションにおける開口部を形成する細長い導入器部材、を含み、
　ｂ.前記組織を回収する前記ネットシステムは、
　ｉ．ワイヤ様の弾力性のループかつネット要素を含み、
　該ネット要素が該ループ上にスライド可能に配置される開口部セクション及び組織を受
容するポーチセクションを有し、かつ前記ネットが、前記導入器部材の通路の開口部を通
って展開、回収するための前記導入器部材の第二の端部に隣接して配置されるネット、
　ｉｉ．前記導入器部材の通路中に延び、かつ前記ネットに接続され、並びに前記導入器
部材の通路内で前記ループまで延びる動作伝達リンクを含む、ネットを展開、回収するア
センブリ、 
　ｉｉｉ．前記動作伝達リンクに対して固定され、かつ前記本体に対して移動可能である
ハンドルを含み、前記本体に対する前記ハンドルのシフトによって、前記ネットを前記導
入器部材の通路の開口部の内又は外に前記ネットをシフトさせるネットアクチュエータユ
ニット、
を含み、
　ｃ．前記導入器部材の通路は、前記ループが展開されたときの前記ループの幅よりも小
さい内径を備え、かつ前記導入器部材は、前記開口部で前記ループと係合し、前記ネット
が回収されて該導入器部材の通路内に移動するにつれて該ループを弾性的に折り畳みかつ
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引き伸ばされ、並びに前記ループは展開されると折り畳まれていない配置に弾性的に戻り
、
　ｄ．前記ネットシステムは、前記ループが展開されたときに、前記ネットの開口部は前
記ループの周囲に完全に延びることを確実にするためのネット制御器をさらに含み、かつ
、前記制御器は、前記ループの遠位端に係留されるネットのつなぎ網を含み、
　ｅ．前記ループの遠位端は、折り畳みに強い構造を含み、
　ｆ．さらに、前記ループは、折り畳みにくい湾曲部によって分けられた複数の直線セグ
メントによって形成された多角形状まで拡張可能とされることを特徴とするデバイス。
【請求項１１】
　前記ループは、平らなワイヤから構成されることを特徴とする請求項１０に記載のデバ
イス。
【請求項１２】
　前記ループは、３００，０００ｐｓｉよりも大きい抗張力を備える材料から構成される
ことを特徴とする請求項１０に記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記ループが、該ループの遠位端に配置され、かつ完全に環状の部分を含むことを特徴
とする請求項１０に記載のデバイス。
【請求項１４】
　前記ループが、該ループの遠位端に配置され、かつ完全に環状の部分を含み、該完全に
環状の該部分に係留されることを特徴とする請求項１０に記載のデバイス。
【請求項１５】
　前記ループが、該ループの遠位端に配置され、かつ突出したばねの先端部を含むことを
特徴とする請求項１０に記載のデバイス。
【請求項１６】
　前記ネットは、前記ループの前記遠位端に配置され、かつ貫通する開口を含む先端部材
を含み、並びに、ネットのアンカーは、前記先端部材に前記ネットの要素を確保する前記
開口を通る経路が形成されることを特徴とする請求項１０に記載のデバイス。
【請求項１７】
　対象物が前記ポーチセクション内に配置されるときに、前記ループが、拡張された配置
に保持されることを特徴とする請求項１０に記載のデバイス。
【請求項１８】
　ヒトの体内から対象物を回収するための内視鏡デバイスであって、
　ａ．基部および細長い中空のチューブを備える支持アセンブリ、
　ｂ．該基部に対して移動可能なハンドル及び該ハンドルに固定される第一の端部と該基
部から遠く離れた第二の端部とを有するリンクを備え、該リンクが前記チューブを通って
延びる伝達アセンブリ、
　ｃ．ループおよび該ループに固定されるネット要素を備え、前記ループが、前記基部に
対して前記ハンドルを作動させることによって、拡張された位置と折り畳まれた位置との
間を移動可能であるネット、
を含み、
　ｄ．前記ループが、前記拡張された位置において多角形の形状であり、かつ折り畳みに
くい湾曲部によって分かれた複数の直線セグメントによって形成され、かつ、前記ロープ
が、その遠位端にねじりばねの先端を含むことを特徴とするデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の引用）
　この非仮特許出願は、米国仮特許出願第６０／５７４，０７２号（発明の名称「Ｒｅｔ
ｒｉｅｖａｌ　Ｄｅｖｉｃｅ」、２００４年５月２５日出願）の利益を主張し、この仮特
許出願は、その全体が本明細書に参考として援用される。
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【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、回収デバイスに関し、より具体的には、ヒト被験体内から対象物を回収する
ための内視鏡用回収デバイスに関する。
【背景技術】
【０００３】
　（発明の背景）
　内視鏡用の回収デバイスまたは除去デバイスは、当該分野で公知であり、従来から、ヒ
ト被験体内部から対象物を回収するために使用されている。このような対象物としては、
切除されたヒト組織、外来の対象物、または食物の塊（ｆｏｏｄ　ｂｏｌｕｓ）が挙げら
れ得る。いくつかの代表的なデバイスとしては、対象物を把持するための鉗子またはクラ
スプ（ｃｌａｓｐ）が挙げられる。この型の特定のデバイスは、丸くなったまたはとがっ
ていない（ｂｌｕｎｔ）外来の対象物（例えば、硬貨、ビー玉（ｍａｒｂｌｅ）および電
池を回収するためには、十分に適していない。なぜなら、これらのデバイスは、しっかり
と保持するのが困難であるからである。さらに、外来の対象物が、除去プロセスの間に気
管付近で落ちてしまうと、その結果は、患者にとって破滅的になり得る。
【０００４】
　ネット細工（ｎｅｔｔｉｎｇ）を使用するデバイスが、丸くなったまたはとがっていな
い対象物を捕捉するために開発されてきた。特許文献１（Ｓｅｃｒｅｓｔら）（これはそ
の全体が本明細書に参考として援用される）は、被験体内からある対象物を回収するため
のデバイスを開示する。ネット細工を有するデバイスの使用するとき、医師は、他のデバ
イスを使用したときに、食道から、特定の対象物（例えば、詰め込まれた食物の塊）を回
収することにおいて困難を経験してきたことを考える。食塊（ｂｏｌｕｓ）は、咀嚼され
た（ｍａｓｔｉｃａｔｅｄ）かまたは噛まれた（ｃｈｅｗｅｄ）食物の塊である。いくら
かの場合において、その食塊は、疾患状態、および他の障害に起因して、食道にぎっしり
詰め込まれた状態になり、結論として、胃へと通過しない。この型の対象物は、位置づけ
ることが困難であり得るか、またはヒト組織または外来の対象物（この対象物のために、
これらの型のデバイスが設計された）より重い。この問題は、身体内の比較的狭い場所で
作業する際に特に明白である。結果として、ネット細工支持体は折りたたまれ、その捕獲
された対象物を保持するときに展開した位置でその形状を保っていない。
【特許文献１】米国特許第６，８１４，７３９号明細書
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　これらおよび他の問題を解決するために、本発明は、回収ネットを支持するループを作
製するために平らなワイヤを使用する。この平らなワイヤは、食塊を閉じこめる（ｅｎｔ
ｒａｐ）ためにより幅広いネットの収容力（ｃａｐａｃｉｔｙ）を提供し、よりしっかり
として、より剛性で、かつ折りたたまれにくい。このように、そのループは、使用時に、
特に、食道のような狭い管腔で使用されるときに、その形状を維持する。その平らなワイ
ヤは、多角形の形状に形成され得、より折り畳みに強いようであり、かつさらに折り畳み
に強くかつ拡張を促進するように設計される遠位先端部構造体を備え得る。
【０００６】
　（発明の要旨）
　本発明の例示される実施形態において、対象物（例えば、詰め込まれた食物の塊、外来
の対象物、および切除されたヒト組織）を回収するためのデバイスが開示される。このデ
バイスは、内視鏡による医療手順の間に、内視鏡の機器チャネル内で使用するためのもの
である。
【０００７】
　このデバイスは、本体、固定されかつ上記本体に対して移動可能であるハンドル、上記
本体に固定された細長いチューブ、上記チューブを実質的に貫通して延び、かつ上記ハン
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ドルに固定された第１の端部と上記本体から離れている第２の端部とを有するリンク、な
らびにループとネット要素とを備えるネット、を備える。このループは、拡張可能であり
、かつ上記本体に対するハンドルの作用によって折り畳み可能である。
【０００８】
　上記ループは、展開（ｄｅｐｌｏｙ）したときに拡張（ｅｘｐａｎｄ）した配置を保持
し、比較的重い対象物が、上記ネット要素内に配置されることを可能にする。上記ループ
は、例えば、ステンレス鋼の平らなワイヤまたは３００，０００ｐｓｉより大きい抗張力
を有する他の材料適切な材料から構築され得る。
【０００９】
　本発明は、ネットを支持するループが、対象物（例えば、詰め込まれた食物の塊）の重
量の下で折りたたまれにくいので、先行技術の設計に対する改良である。さらに、上記ワ
イヤは、食道のような狭い管腔で使用されるときに、先行技術の設計よりも広く開く。上
記デバイスは、比較的重い対象物の捕捉を可能にし、その手順と関連した危険性を低下さ
せる。一旦対象物が上記ネット要素内に確保されると、上記ワイヤループは、有利には、
折り畳みに強い。
【００１０】
　本発明のさらなる特徴および利点は、添付の図面を参照してなされる以下の詳細な説明
から明らかになる。
【００１１】
　発明の詳細な説明は、本発明の好ましい実施形態を記載するに過ぎず、特許請求の範囲
を限定するとは、決して解釈されない。実際に、特許請求の範囲に記載される発明は、好
ましい実施形態より広くかつこの実施形態によって限定されず、特許請求の範囲中の用語
は、その完全に通常の意味を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　（発明の詳細な説明）
　ヒト被験体内から対象物を回収するためのデバイスが開示される。上記デバイスは、内
視鏡とともに使用するために設計され、かつ比較的狭い管腔内で比較的重い対象物を（例
えば、食道から詰め込まれた食物の塊を）回収するために使用され得る。このデバイスを
議論するにあたって、用語遠位および近位は、操作者の手に対して使用される。言い換え
ると、このデバイスが内視鏡または類似のデバイスの補助チャネル内で使用されるとき、
上記近位および遠位の配向は、医師または上記デバイスの操作者に対して相対的なもので
ある。
【００１３】
　ここで図面を参照すると、図１は、本発明の一実施形態に従って構築される回収デバイ
ス１０の斜視図である。上記デバイスは、支持基部または細長い本体１４を備える。上記
本体は、リング１６を近位端部に備える。上記デバイス１０はまた、２つのリング２０を
有するハンドル１８を備える。上記ハンドル１８は、上記本体１４の内部セクション１５
の上に取り付けられ、図示されるように方向Ａ１に上記本体に対して動かすことができる
。例えば、操作者は、リング２０の各々の中に指を入れて、同じ手の親指を、本体リング
１６の中に入れ得る。その指を方向Ａ１に動かすことによって、操作者は、上記本体１４
に対してハンドル１８を動かし得る。対照的に、上記ハンドルは、その指を親指の方向に
引きつけることによって、Ａ１とは反対の方向にスライドされ得る。
【００１４】
　上記デバイスは、本体１４に固定された第一の端部２６と第二の端部２８とを有する、
細長い導入器部材または管状部材２４を備える。上記管状部材２４および上記本体は、上
記デバイスの運動部分のための固定された支持アセンブリである。上記管状部材２４は、
非反応性低摩擦可塑性部材（例えば、ポリテトラフルオロエチレン）から形成される任意
の適切な小径チューブであり得る。上記管状部材２４は、図２（これは、上記デバイス１
０の遠位部分の断面図を示す）において最も良く観察されるように、上記管状部材の第二
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の端部２８において開口部３０を備える通路を規定する。
【００１５】
　動作伝達リンク３４が、上記ハンドル１８に接続されている。上記リンク３４は、上記
ハンドル１８に固定された第一の端部３６と、上記本体１４から遠く離れた第二の端部３
８とを備える。図面において示されるように、上記リンクは、上記管状部材２４の通路を
実質的に通って延びる。上記リンクは、任意の適切な剛性材料で構成され得る。
【００１６】
　なお図１を参照すると、上記デバイスはまた、ネット５０を備える。上記ネットは、操
作者によって、ヒト被験体から対象物を捕捉して回収するために使用される。上記ネット
５０は、ループ５２と、そのループ５２に固定されたネット要素５４とを備える。そのル
ープは、そのネットの開口部セクションを通して挿入され得るか、または当該分野で公知
の任意の従来様式にて他の方法で接続され得る。いくつかの図面において示されるように
、そのネットの遠位端にあるネット係留部５７は、そのネット要素５４を、ループ５２に
対して、そのループの遠位端５３において固定する。
【００１７】
　上記のように、上記ネットは、２つの位置の間を移動するように設計される。図１およ
び図２は、これらの２つの可能な位置におけるネット５０を示す。図１は、展開位置にお
けるネット５０を示す。この位置において、ネットは、長さＬ１および幅Ｗ１を有する。
Ｌ１と幅Ｗ１との比は、先行技術の設計よりも小さい。このことは、上記デバイスが、増
大した幅容量を有することを意味する。図２は、上記デバイス１０の遠位部分の断面図を
示す。この図２は、チューブ２４中の格納位置にある上記ネットを示す。この位置におい
て、上記ネットは、Ｌ１よりもかなり長い長さＬ２を有する。図２において示されるよう
に、ネット５０が、展開して管状部材の通路の開口部３０を通じて回収するために、上記
リンク３４の第二の端部３８に隣接して配置される。上記本体１４に対する上記ハンドル
１８の移動によって、上記ネットは、展開位置または格納位置のいずれかの間で移動可能
である。
【００１８】
　ここで図３を参照すると、上記ネット５０は、展開位置にある状態で示されており、上
記チューブ２４の第二の端部２８の外側に完全に拡張されている。上記ネット要素５４は
、図４において最も良く観察されるように、任意の適切な軽量材料（例えば、ナイロンメ
ッシュの紐５６）で構成され得る。上記ネット要素５４は、中央に位置する対象物を受容
するポーチセクション５８を備える。さらにより詳細に考察されるが、捕捉された対象物
は、図７において示されるように、このセクション中で静止する。
【００１９】
　上記のように、上記ネット５０は、ループ５２を備える。上記ループ５２は、展開され
た場合に上記ネット５０のための支持体としての役割を果たす。上記ループ５２は、図２
において示される折り畳まれた位置から、図３において示される拡張された位置までの間
を、上記本体に対する上記ハンドルの操作者による作動によって、弾性的に移動可能であ
る。遠位端５３は、使用の間に折り畳みに抵抗するための構造を備える。
【００２０】
　ここで、図４を参照すると、図１の指定された環状セクションの拡大透視図が、示され
る。示される実施形態において、上記ループ５２は、弾性材料３０４（例えば、ステンレ
ス鋼）で構成された平らなワイヤである。上記ループの材料は、３００，０００ｐｓｉよ
りも大きな抗張力を有する材料で構成され得る。
【００２１】
　図２および図３において示されるデバイスは、対象物が上記ネット要素中に保持された
場合または上記デバイスが比較的狭い管腔において使用された場合に、拡張を助長して折
り畳みを阻止するいくつかの特徴を備える。上記ループ５２は、いくつかの折り畳みに強
い湾曲部６０を備える。上記湾曲部６０の位置は、記憶点としての役割を果たし、複数回
の展開を通じて上記ループによって維持される。これらの湾曲部は、上記ループが展開さ
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れた場合に多角形の形状を成すように、構成される。示されるように、上記ループ５２は
、略六角形の形状を成す。上記多角形の形状は、対象物が上記ネット中に保持された場合
または狭い管腔中にある対象物を回収する場合に、より弾性であり、折り畳む可能性が小
さいと、考えられる。図３において示される多角形の形状は、単に例示目的のために過ぎ
ないものであり、他の多角形の形状が本発明の実施において使用され得ることが、当業者
によって理解される。
【００２２】
　図４において最も良く示されるように、上記ループ５２は、上記ループの遠位端５３に
配置される３６０度曲がった部分６４をさらに備える。この曲がった部分６４は、対象物
が上記ネット中に保持される場合に、折り畳みをさらに阻止するためのばね先端部として
の役割を果たすと考えられる。このばね先端部６４は、多角形セグメント６９ａ、６９ｂ
が展開の間に離れた状態のままであることを助長するように作用することもまた、考えら
れる。この特徴は、狭い管腔（例えば、食道）において有益である。
【００２３】
　他のいくつかの実施形態は、上記ループの遠位端についての代替的形状および構造を包
含する。図５は、代替的形状である上記支持体ワイヤの遠位端を示す。上記ループ５２は
、突出先端６８を形成するように曲げられる。この形状は、多角形セグメント６９ａ、６
９ｂが、展開および使用の間に離れた状態のままであることを助長するように作用すると
考えられる。
【００２４】
　図６を参照すると、上記ループ５２の遠位端５３の他の代替的構造の拡大断片図が、示
される。図５において示される実施形態におけるように、上記ループ５２の遠位端５３は
、突出した先端部６８中に入るように曲げられる。上記ばねの先端６８の上で、先端キャ
ップ部材７０が、プレスばめされるか、または別の適切な技術によって接続される。上記
先端部７０は、可塑性の材料または他の任意の適切な材料で構成され得る。上記先端部７
０は、その先端部を通る開口部７２を、遠位端として備える。示されるように、上記ネッ
トのアンカー５７は、上記開口部を通るように配置され、上記ネット要素５４を上記ルー
プ５２に対して固定するように結ばれる。対応するアンカー５９は、上記ネット要素５４
を、上記ワイヤループコネクタの近位側にて上記リンク３４に結び付けるために使用され
得る。
【００２５】
　上記デバイスの例示的操作において、患者に、内視鏡が挿管される。上記デバイス１０
は、挿管の前または後のいずれかに、上記内視鏡の補助チャネルを通して挿入される。上
記デバイスは、図２において示される格納位置にある上記ネット５０を用いて挿入される
。上記内視鏡の光学的特徴を使用する外科医は、除去すべき対象物を同定する。同定した
後、外科医は、上記ハンドル１８を上記基部１４に対して操作して、上記ネット５０を図
１において示される位置へと展開させる。
【００２６】
　外科医は、種々の技術（さらなる内視鏡ツールの使用を含む）のうちの１つによって、
上記対象物を受容するポーチ５８中に入れるように操作する。外科医は、上記対象物の上
部を覆うようにスネアを操作して上記ネットを収容し得るか、または上記対象物の下にな
るようにスネアを操作して上記ネットを収容し得る。さらに、外科医は、上記ネットをス
コップとして使用し得る。この使用は、先行技術の設計よりも増大した、上記デバイスの
側方での安定性に依存している。一旦上記対象物が上記ポーチ中に入った後は、外科医は
、上記ハンドルを上記本体に対して操作して、上記対象物の周りで上記ネットをきつく閉
じ得る。図７は、図４において示されるデバイスの遠位部分の斜視図であり、これは、上
記ネット中に捕捉された食物の塊を示す。この位置において、上記ループは、対象物８０
が上記ポーチセクション５８中に保持された状態で拡張構成を保持する。上記内視鏡は、
先行技術のデバイスと比較して上記食物の塊を失う危険が大いに減少した状態で、ここで
患者から取り出され得る。
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【００２７】
　本発明のいくつかの実施形態がかなり詳細に示されて記載されているが、本発明は、開
示される構造そのものに限定されるとは見なされるべきではない。本発明の種々の適応、
改変、および使用は、本発明が関係する分野の当業者が思いつき得る。本明細書とともに
出願される特許請求の範囲の範囲または精神に収まるそのようなすべての適応、改変およ
び使用を網羅するものが、本発明である。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に従って構築される回収デバイスの斜視図である。
【図２】図２は、図１に図示されるデバイスの遠位部分の断片的な断面図であり、チュー
ブ内の格納位置にあるネットを示す。
【図３】図３は、図２に図示される部分の別の図であり、上記チューブの外側の展開位置
にあるネットを示す。
【図４】図４は、図１の指定された囲み部分の分解斜視図であり、上記ネット要素および
上記ループの遠位端の詳細を示す。
【図５】図５は、回収デバイスのネットの断片的な分解上面図であり、上記ループの遠位
端の代替構造を示す。
【図６】図６は、回収デバイスのネットの断片的な分解上面図であり、上記ループの遠位
端の別の代替構造を示す。
【図７】図７は、図４に図示されるデバイスの遠位部分の斜視図であり、上記ネット内に
捕捉された食物の塊を示す。

【図１】 【図２】
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